
（平成２３年５月１８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

国民年金関係 5 件

年金記録確認鹿児島地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



鹿児島国民年金 事案 719 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年２月及び同年３月 

    私は、申立期間当時、他県に転出していたが、申立期間の国民年金保険料

については、故郷の町（現在の住所地）に住む私の父が一緒に納付してく

れていた。父は、高齢のため、申立期間当時の記憶は定かでないが、父が

納付しているはずなので、申立期間の国民年金保険料が未納とされている

ことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は、２か月間と短期間である上、申立人は、国民年金加入期間に

ついて、申立期間を除き、国民年金保険料を全て納付しているほか、申立人

の申立期間の保険料を納付していたとするその父親は、申立期間を含む自身

の被保険者期間の保険料を完納しており、納付意識は高かったものと考えら

れる。 

また、平成６年１月 26 日に追加されたオンライン記録によると、昭和 55

年４月から 56 年１月までの国民年金保険料を同年１月 31 日に納付している

ことが確認できるが、申立期間の保険料については、当該納付時点において

納付が可能な期間であり、町では、通常、年度又は３か月ごとに納付書を作

成していたことから、納付意識の高い申立人の父親が、申立期間直前の期間

である 56 年１月の保険料を納付して、申立期間のみの納付書を未納のまま放

置しておくとは考え難い。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



鹿児島厚生年金 事案 685 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 63 年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 12 万

6,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 58 年４月から 63 年３月までの間、Ａ社に継続して勤務し

ていたにもかかわらず、申立期間１か月間の厚生年金保険の加入記録が

無い。 

    申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録では、申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者資格

の喪失日は、昭和 63年３月 31日となっている。 

   しかし、雇用保険の記録では、申立人が昭和 58 年４月１日から 63 年３

月 31日までの間、申立事業所で勤務していたことが確認できる。 

   また、申立人が申立事業所での退職日が同じ日であったとして氏名を挙

げた元同僚は、「私は当時、申立事業所に対し昭和 63年３月 31日付けで退

職する旨申し出た。申立人と私は同じ日に退職した。」と供述している。 

   さらに、申立事業所では、当時の関係資料を保管していないとしながら

も、申立期間当時の社会保険事務担当者であった現在の事業主は、「申立人

に係る資格喪失日について、当時誤った手続を行ったと思う。」とするとと



もに、「給与の支払日は毎月 21日で、保険料は当月控除方式であるところ、

月給制であった申立人の給与から、他の従業員と同様に、昭和 63年３月分

の厚生年金保険料を控除していた。」旨回答している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間においても厚生年金保

険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の申立事業所におけ

る社会保険事務所（当時）の昭和 63 年２月の記録から 12 万 6,000 円とす

ることが妥当である。 

   なお、申立人に係る申立期間の保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は、今回の申立てに先立つ平成 20 年 11 月５日に、申立

人の資格喪失日を昭和 63 年３月 31 日から同年４月１日へと訂正する旨の

届出を行っていることが確認できる上、当該事業主が、申立人の資格喪失

日を同年４月１日と届け出たにもかかわらず、これを社会保険事務所が同

年３月 31日と誤って記録するとは考え難いことから、事業主は、同年３月

31 日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る 63年３月分の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



鹿児島厚生年金 事案 686 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社に係る標準報酬月額の記録については、申立期間のうち、

平成 17年５月及び同年６月は 41万円、同年７月は 36万円とすることが必

要である。 

   また、申立人のＡ社における、申立期間のうちの平成 18年７月及び同年

８月に係る標準報酬月額については、厚生年金保険法第 75条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額とならない記録とされてい

るが、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の 18年７月及び同年８月の標準報酬月額を 41

万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年５月１日から 18年９月１日まで 

    申立期間に係る標準報酬月額については、私がＡ社から実際に受け取

っていた給与額に比べ低くなっている。 

    このことは、私が保管している申立期間の給与支給明細書で分かるの

で、申立期間について、受け取っていた給与額に見合う標準報酬月額の

記録に訂正してほしい。 

    なお、申立期間のうち、平成 17 年８月から 18 年８月までの期間につ

いては、申立事業所が 22 年 12 月７日に、事務処理の誤りを理由として

新たに届出を行い、年金事務所で記録が訂正されたものの、既に時効に

なっているとして、私の年金給付には反映しない記録のままとなってい

る。 



 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、申立人は、当該期間に係る標準報酬月額の相違につ

いて申し立てているところ、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定

し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉

控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれ

ぞれに見合う標準報酬月額の範囲内とされていることから、これらの標準

報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人が保管している給与支給明細書、並びに申立事業所

が保管している給与明細一覧表及び賃金台帳において確認できる厚生年金

保険料額から、申立期間のうち、平成 17 年５月及び同年６月は 41 万円、

同年７月は 36 万円、18 年７月及び同年８月は 41 万円に訂正することが必

要である。 

   一方、申立期間のうち、平成 17 年８月から 18 年６月までの期間におけ

る申立人の標準報酬月額については、前述の給与支給明細書等から、オン

ライン記録上の標準報酬月額が、申立人の厚生年金保険料控除額及び報酬

月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の低い方の額と同額と認められるこ

とから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わ

ない。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、申立事業所では申立期間当時、事業主が随時改定の届出を行うべ

きところ、同届出を行っていなかった旨回答していることから、社会保険

事務所(当時)は、申立期間のうち、平成 17年５月から同年７月までの期間、

並びに 18年７月及び同年８月の標準報酬月額に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、納付義務を履行していないと認められ

る。 



鹿児島厚生年金 事案 687 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①、②、③、④、⑤、⑥及び⑦について、厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていることが認められることから、

Ａ社における標準賞与額に係る記録を、申立期間①は 10万円、申立期間②

は８万円、申立期間③は 10 万円、申立期間④は 16 万 5,000 円、申立期間

⑤は 14 万 6,000 円、申立期間⑥は 20 万円、及び申立期間⑦は６万 1,000

円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年８月 11日 

             ② 平成 17年 12月 26日 

             ③ 平成 18年８月 11日 

             ④ 平成 19年２月 16日 

             ⑤ 平成 19年８月 10日 

             ⑥ 平成 19年 12月 27日 

             ⑦ 平成 20年８月 12日 

    申立期間①、②、③、④、⑤、⑥及び⑦の賞与については、私がＡ社

から厚生年金保険料を控除されているにもかかわらず、標準賞与額に係

る記録が無い。 

    今回、私は、全申立期間に係る厚生年金保険料が控除されていたこと

を示す資料を添え、申立事業所を通じて申立てを行うので、当該期間の

標準賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保管している申立人に係る賞与明細一覧では、申立期間①、②、

③、④、⑤、⑥及び⑦について、申立人が当該事業所から賞与の支払を受



け、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 

   一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内とされ

ていることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

   したがって、申立期間の標準賞与額については、前述の賞与明細一覧か

ら確認できる厚生年金保険料額から、申立期間①は 10万円、申立期間②は

８万円、申立期間③は 10 万円、申立期間④は 16 万 5,000 円、申立期間⑤

は 14万 6,000円、及び申立期間⑥は 20万円とし、申立期間⑦については、

賞与額から６万 1,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、申立事業所では各申立期間当時、事業主が届出を行っていなかっ

た旨回答していることから、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該

期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



鹿児島厚生年金 事案 688 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①、②、③、④、⑤、⑥及び⑦について、厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていることが認められることから、

Ａ社における標準賞与額に係る記録を、申立期間①は 15万円、申立期間②

は８万円、申立期間③は 10 万円、申立期間④は 16 万 5,000 円、申立期間

⑤は 14 万 6,000 円、申立期間⑥は 25 万円、及び申立期間⑦は６万 1,000

円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年８月 11日 

             ② 平成 17年 12月 26日 

             ③ 平成 18年８月 11日 

             ④ 平成 19年２月 16日 

             ⑤ 平成 19年８月 10日 

             ⑥ 平成 19年 12月 27日 

             ⑦ 平成 20年８月 12日 

    申立期間①、②、③、④、⑤、⑥及び⑦の賞与については、私がＡ社

から厚生年金保険料を控除されているにもかかわらず、標準賞与額に係

る記録が無い。 

    今回、私は、全申立期間に係る厚生年金保険料が控除されていたこと

を示す資料を添え、申立事業所を通じて申立てを行うので、当該期間の

標準賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保管している申立人に係る賞与明細一覧では、申立期間①、②、

③、④、⑤、⑥及び⑦について、申立人が当該事業所から賞与の支払を受



け、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 

   一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内とされ

ていることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

   したがって、申立期間の標準賞与額については、前述の賞与明細一覧か

ら確認できる厚生年金保険料額から、申立期間①は 15万円、申立期間②は

８万円、申立期間③は 10 万円、申立期間④は 16 万 5,000 円、申立期間⑤

は 14万 6,000円、及び申立期間⑥は 25万円とし、申立期間⑦については、

賞与額から６万 1,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、申立事業所では各申立期間当時、事業主が届出を行っていなかっ

た旨回答していることから、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該

期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



鹿児島厚生年金 事案 689 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①及び②について、その主張する標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていることが認められ

ることから、Ａ社における標準賞与額に係る記録を、申立期間①は 10万円、

及び申立期間②は６万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年８月 11日 

             ② 平成 17年 12月 26日 

    申立期間①及び②の賞与については、私がＡ社から厚生年金保険料を

控除されているにもかかわらず、標準賞与額に係る記録が無い。 

    今回、私は、全申立期間に係る厚生年金保険料が控除されていたこと

を示す資料を添え、申立事業所を通じて申立てを行うので、当該期間の

標準賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保管している申立人に係る賞与明細一覧では、申立期間①及び②

について、申立人が当該事業所から賞与の支払を受け、その主張する標準

賞与額（それぞれ 10万円、６万円）に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、申立事業所では各申立期間当時、事業主が届出を行っていなかっ

た旨回答していることから、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該

期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



鹿児島国民年金 事案 720 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年４月から 58 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から 58年３月まで 

    私が大学を卒業してすぐに、母が私の国民年金の加入手続をしてくれた。

申立期間の国民年金保険料についても、当時国民年金に任意加入していた

母が、自分の保険料と一緒に納付していたので、当該期間の国民年金保険

料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、大学を卒業した昭和 57 年４月頃に国民年金の加入手続を行った

と主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、59 年 12 月 14 日

に市に払い出されており、市の国民年金被保険者名簿によると、申立人が共

済組合の適用事業所を退職した後の 60 年４月 15 日に国民年金の加入手続を

行い、大学卒業直後の 57 年４月１日に遡って国民年金被保険者資格を取得し、

60 年４月分から国民年金保険料の納付を開始していることが確認できること

から、当該加入手続時点では、申立期間の大部分は、時効により国民年金保

険料を納付できない期間であったことが推認できる上、同名簿の納付記録欄

にも納付印は無く、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

   また、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



鹿児島国民年金 事案 721（事案 649の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和51年４月から55年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年４月から 55年３月まで 

    私が 20 歳になった当時は、親元を離れて学生であったが、私の父から私

の国民年金保険料をきちんと納付していると聞いた記憶がある。納付は全

て父に任せていたので領収書等はないが、申立期間が未加入とされている

ことに納得がいかない。 

    前回はこの申立てが認められなかったが、私が 20 歳になった時に父から、

日本国民の義務である国民年金保険料の支払を開始すると言われたことは

間違いないので、再度申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人の国民年金手帳記号番号は、

昭和 53 年 11 月８日以降に払い出され、申立人は、55 年４月 25 日に国民年

金に加入していることが市の国民年金被保険者名簿により確認でき、その時

点では、申立期間の一部は、時効により国民年金保険料を納付することがで

きない期間である上、申立人は、申立期間の全ての期間は大学生であったと

述べていることから、国民年金の任意加入被保険者であり、国民年金保険料

を遡って納付することができなかったものと推認でき、別の国民年金手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない、ⅱ）申

立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無い上、申立人自身は、国民年金の加入手続及び国

民年金保険料の納付に関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行い、

保険料を納付していたとするその父親は、既に死亡しているため、国民年金

の加入状況及び保険料の納付状況等が不明であるとして、既に当委員会の決

定に基づく平成 22 年８月２日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が

行われている。 

   申立人は、再申立てに当たり、20 歳になった時にその父親から、日本国民



の義務である国民年金保険料の支払を開始すると言われたことなどを挙げて、

当委員会に再審議を求めたが、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情

は見当たらないことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付して

いたものと認めることはできない。 

 



鹿児島国民年金 事案 722 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和49年１月から51年７月までの期間、52年２月から59年２月ま

での期間及び60年７月から平成元年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年１月から 51年７月まで 

             ② 昭和 52年２月から 59年２月まで 

             ③ 昭和 60年７月から平成元年３月まで 

    私は、昭和 48 年 12 月に帰郷し、49 年１月頃、国民年金の加入手続を行

った。加入当時は地区の集金人が毎月集金し、納付するとカード（又は手

帳）に集金人の印鑑を押していたと思う。その後は、自分で銀行に行って

納付していたので、申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに

納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間①、②及び③に係る国民年金被保険者資格の得喪記録は、

オンライン記録により、平成２年３月７日に強制加入の被保険者期間として

追加されたものであることが確認できることから、申立期間①、②及び③に

ついては、記録の追加が行われたことにより、未加入期間から未納期間に整

備されたものであり、申立期間当時は、制度上、納付できなかったものと考

えられる上、当該記録整備時点では、申立期間①、②及び③のうち昭和 60

年７月から 62年 12月までの保険料は時効により納付できない。 

また、申立人は、昭和 49 年１月頃、転入先の市で国民年金の加入手続を

行ったと述べているものの、申立人の国民年金手帳記号番号（現在の基礎年

金番号）は、53 年 11 月８日に同市に払い出されたものであり、同市の国民

年金被保険者名簿では、54 年９月 18 日に、51 年４月１日に遡って国民年金

被保険者資格を取得し、同年４月２日に喪失していることが確認でき、申立

人が、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付した形跡は認められない。 

   さらに、申立人には、昭和 48 年 11 月に前住所地の市において払い出され

た別の国民年金手帳記号番号が存在することが確認できるところ、申立人は、



当該記号番号について、自身で加入手続をした記憶が無く、存在を知らなか

ったと述べている上、転入先の市において当該記号番号に係る資格記録が無

いことから、申立人が同市において、当該記号番号により加入手続を行った

とは考え難い。 

   加えて、申立人は、オンライン記録上、平成２年１月から同年３月までの

期間について、その妻と共に同年２月 23 日に国民年金保険料の免除申請を

行い、申立期間③の直後の元年４月から同年９月までの期間について、２年

４月 13 日から同年７月 18 日にかけて４回に分けて遡って納付していること

が確認できることから、最初の２年４月 13 日時点において、申立期間③の

うち大半の期間は、時効により納付できない期間である上、申立人が申立期

間③の国民年金保険料を納付した形跡は見られない。 

   また、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



鹿児島国民年金 事案 723 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和46年４月から56年３月までの国民年金の付加保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年４月から 56年３月まで 

    私が結婚した後に、亡父が、私の国民年金の加入手続を行い、20 歳まで

遡って国民年金保険料を納付してくれた。加入手続以降の保険料について

は、亡父が夫に、定額保険料に加えて付加保険料も納付するように頼んで

いたことを覚えているので、申立期間の国民年金保険料が定額保険料のみ

の納付記録とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る町の国民年金被保険者名簿の備考欄に「納附 56.4.27 より」、

及び特殊台帳の余白に「附加入 56.4.27」と記載されていることが確認できる

ことから、申立人は、昭和 56 年４月から国民年金の付加保険料を納付し始め

たものと推認できる上、付加保険料は、制度上、遡って納付することができ

ないことを踏まえると、申立期間については、付加保険料を納付できなかっ

たものと考えられる。 

   また、申立期間は 10 年間と長期間である上、町の国民年金被保険者名簿に

おいて、記録の訂正や取消しが行われた形跡は確認できないことから、事務

処理上の誤りがあったものとは考え難い。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金の付加保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人自身は、国民年金

の加入手続及び国民年金保険料の納付に関与しておらず、申立人の国民年金

の付加保険料の納付申出を行ったとするその父親は、既に死亡しているため、

付加保険料の納付状況等が不明であり、ほかに当該期間の付加保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金の付加保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



鹿児島国民年金 事案 724 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和44年11月から50年10月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 11月から 50年 10月まで 

    私は、昭和 44 年 11 月頃、市役所の支所で国民年金の加入手続をして、

保険料を毎月納付してきた。領収書など証拠となるものは持っていないが、

欠かさず納付してきたことは間違いないので、申立期間の国民年金保険料

が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 49 年 12 月 28 日に市に払い出され

ていることが確認できる上、市の国民年金被保険者名簿により、申立人は、

50 年 11 月 12 日に国民年金被保険者資格（任意）を取得していることが確認

できることから、申立期間は、国民年金の未加入期間であり、国民年金保険

料を納付できなかったものと考えられる上、別の国民年金手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   また、特殊台帳の昭和 50 年 10 月分の納付検認欄に「此迄不要」の表示が

確認できる上、市の国民年金被保険者名簿の納付記録欄において、申立期間

の国民年金保険料を納付した記録が確認できない。 

   さらに、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 


